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コミットメントライン契約の期限延長に関するお知らせ 
 

 

当社は、2026年１月23日開催の取締役会において、2024年２月９日付「コミットメントライン契約の締結に

関するお知らせ」にて公表しましたコミットメントライン契約について、コミットメント期限を延長するこ

とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本日現在、本コミットメントライン契約に基づく借入金残高はありません。 

 

記 

 

１． 契約期限延長の内容 

現行のコミットメント期限   2026年２月27日 

延長後のコミットメント期限  2027年２月26日 

 

 

【ご参考】現行のコミットメントライン契約の概要 

１． コミットメントライン契約締結の目的 

本契約の締結は、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることで、今後の成長に伴い生じる必要運

転資金を確保し、財務基盤の一層の強化を図るとともに事業拡大の機会を確保することを目的としてお

ります。 

 

２． 契約の概要 

(１)契約先 株式会社千葉銀行 

(２)契約形態 相対形式によるコミットメントライン契約 

(３)借入極度額 50億円 

(４)契約締結日 2024年３月１日 

(５)コミットメント期間 2024年３月１日～2025年２月28日（１年ごとの延長オプション２回） 

(６)担保 無担保・無保証 

(７)使途 運転資金 

      (注)当初コミットメント期限は2025年２月28日ですが、第１回目の延長オプション行使により、2026

年２月27日にコミットメント期限を延長しています。 

 

 

以上 

 


